
 

 

千曲市の人事行政の運営等の状況の公表 

 

 

 千曲市人事行政の運営等の状況に関する条例（平成17年千曲市条例第４号）第７条の規

定により、千曲市の人事行政の運営等の状況について、別冊のとおり公表します。 

 

 

平成 19年 11月 1日 

 

      千曲市長  近藤 清一郎 

 



人事行政の運営等の状況について（平成 18 年度） 

 

 

市の職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況等について市民のみなさん

にお知らせします。 
これは、「千曲市人事行政の運営等に関する条例」に基づくもので、お知らせする

ことによって、その公平性と透明性を高めることを目的としており、毎年 11 月に前

年度の運営状況について公表しています。 
 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員の採用・退職の状況（H18.4.2～H19.4.1）          単位：人 
職  種 H18.4.1 現在 退職者数 採用者数 H19.4.1 現在 

一般事務職 ３６４ ９ ３ ３５８ 

技 術 職 ３５ ２ － ３３ 

保 健 師 １８ １ １ １８ 

保 育 士 ７２ ３ － ６９ 

技能労務職 ２４ ３ － ２１ 

合   計 ５１３ １８ ４ ４９９ 

 

(2) 部門別職員数の状況 

職  員  数 
部   門 

18 年度 19 年度
増減数 所     属 

議会事務局 ６ ６ － 議会事務局 

総 務 部 ９４ ９０ △４

総務課・秘書広報課・財政課・税務課・

消防防災課・行政改革推進室・戸倉庁

舎市民窓口課・上山田庁舎市民窓口課

企 画 部 ２７ ２７ －

企画課・政策推進課・契約課・情報統

計課・国際室・男女共生参画室・白鳥

園 

市民生活部 １９ １９ － 市民課・生活安全課・消費生活ｾﾝﾀｰ 

環 境 部 １９ １８ △１ 環境課・廃棄物対策課 

健康福祉部 

 

１５５ １５５ －

福祉課・保育園・高齢福祉課・健康推

進課・地域医療推進室・人権政策課・

更埴庁舎健康福祉課 

経 済 部 ３６ ３５ △１ 産業政策課・農林課・商工観光課 

建 設 部    ６５   ５７   △８ 建設課・都市計画課・下水道課   
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教育委員会 
 

７６ 
  
７５ △１

教育総務課・給食ｾﾝﾀｰ・生涯学習課・

公民館・図書館・人権教育課・文化課・

文化会館・ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

会 計 課 ７ ８ １ 会計課 
監査・選挙・公平 

委員会事務局 
４ ４  －

監査委員事務局・選挙管理委員会

事務局・公平委員会事務局 
農業委員会事務局 ５ ５ － 農業委員会事務局 

合  計 ５１３ ４９９ △１４  
 
２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（H 18 年度普通会計決算額） 

住民基本台帳人口 

(19.3.31 現在) 

歳 出 額 

    A 

実質収支 

 

人 件 費 

    B 

人件費率 

(B／A) 

63,836 人 23,421,845 千円 339,410 千円 4,157,428 千円 17.75％ 

※ 人件費とは、特別職の給料や報酬、職員の給料・手当・共済費・災害補償費です。 
※ 特別職とは、市長･助役・収入役・市議会議員・農業委員会委員・教育委員会委員・監査委員・

選挙管理委員会委員・公平委員会委員・消防団員及び各種審議会委員などをいいます。 
 
(2) 職員給与費の状況（H 19 年度普通会計当初予算） 

給  与  費  （千円） 職員数 

(A) 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  (B)

１人当たりの給与費 

(B／A) 

461 人 1,848,160 350,234 746,436 2,944,830  6,388 千円 

※ 職員手当とは、扶養手当・管理職手当・時間外勤務手当・宿日直手当・通勤手当などで、    

退職手当は含まれていません。 

 
(3) 職員の平均給料・平均給与月額及び平均年齢（H18 年４月１日現在） 

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 

区分 平均給料 

月  額 

平均給与 

月  額 
平均年齢 

平均給料 

月  額 

平均給与 

月  額 
平均年齢

市 345,483 円 387,817 円 43 歳 6 月 350,371 円 365,745 円 53 歳 5 月

県 369,778 円 438,394 円 44 歳 6 月 340,704 円 377,834 円 46 歳 6 月

国 328,477 円 381,212 円 40 歳 4 月 ― ― ― 

※ 一般行政職とは、税務職員・保育士・保健師・企業職員（水道）・技能労務職などを除いた職

員をいいます。 

※ 技能労務職とは、調理技手などをいいます。 
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(4) 職員の初任給の状況（H19 年４月１日現在）                （円） 
千 曲 市 県 国 

区   分 
決定初任給 

採用 2年

経過日の

給料額 

決定初任給 

採用 2年

経過日の

給料額 

決定初任給 

採用 2年 

経過日の 

給料額 

大学卒 170,200 188,300 170,200 178,600 170,200 178,600 一 般 

行政職 高校卒 138,400 152,500 138,400 144,100 138,400 144,100 

※ 初任給は、試験採用に係るものです。 
 
(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況（H19 年４月１日現在）      （円） 

区    分 
経験年数 7年 

以上 10 年未満 

経験年数 10 年 

以上 15 年未満 

経験年数 15 年 

以上 20 年未満 

大学卒 248,100 283,400 332,500 
一般行政職 

高校卒 200,200 229,500 281,100 

技能労務職 高校卒 ― 190,900 237,300 

※ 経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいう

ものです。 

 

(6) 一般行政職の級別職員数の状況（H19 年４月１日現在） 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 

標準的な

職務内容 

主事補 

主事 

技師 

主任主事 

主任技師 

係長 

主査 

主任 

係長 

主査 

課長 

主幹 

技幹 

参事 

課長 

副参事 

部長 

参事 
計 

職員数

（人） 
19 28 111 85 42 38 12 335 

構成比 

（％） 
5.7 8.4 33.1 25.4 12.5 11.3 3.6 100.0 

※ 「千曲市一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数です。 
※  標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 
 
(7) 職員手当の状況 

区分 千     曲     市 国 

18 年度支給割合 
期末 

及び 

勤勉 

手当 

期末手当  勤勉手当 

6 月期  1.40 月分 0.725 月分 

12 月期  1.60 月分 0.725 月分 

  計    3.00 月分 1.45 月分 

期末手当  勤勉手当 

6 月期  1.40 月分  0.725 月分

12 月期  1.60 月分  0.725 月分

  計   3.00 月分  1.45 月分 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置      有 
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支給率 自己都合   勧奨・定年 

勤続 

20 年  23.5 月分  30.55 月分 

勤続 

25 年  33.5 月分   41.34 月分 

勤続 

35 年  47.50 月分  59.28 月分 

最高 

限度額  59.28 月分  59.28 月分 

支給率 自己都合   勧奨・定年 

勤続 

20 年  23.5 月分  30.55 月分 

勤続 

25 年  33.5 月分   41.34 月分 

勤続 

35 年  47.50 月分  59.28 月分 

最高 

限度額  59.28 月分  59.28 月分 

退職

手当 

その他の措置 特例給料月額制度 

 

区         分 全  職  種 

職員全体に占める手当支給職員の割合 21.2％ 

支給対象職員 1人当たりの平均支給年額 13,463 円 

手当の種類（手当数） 12 種 

福祉業務手当 

浄化槽管理手当 

清掃等作業手当 

下水道管理手当 

１件当りの支給額

の多い手当 

税務手当 

税務手当 

保健指導手当 

用地交渉手当 

福祉業務手当 

特

殊

勤

務

手

当 

 

18

年

度 

代表的な手当の名称 

多くの職員に支給

されている手当 

特殊現場作業手当 

 

支 給 総 額   89,732 千円 時間外勤務手当 

（18 年度） 職員１人当り支給年額      235 千円 

※ 選挙投・開票事務の手当も含まれています。 

 

区 分 内        容 
国の制度と

の同異 
国の制度と

異なる内容 
扶養手当 扶養親族のある職員に支給されます 同じ  

住居手当 
借家又は借間に居住し、一定額以上を超える

家賃を支払っている職員又は自己が所有する

家に居住する職員に支給されます 
一部異なる 

市 

月額 

3,500 円 
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通勤手当 
通勤のために交通機関等を利用して、その運

賃等を負担することを常例とする職員に支給

されます 
同じ 

 

 
(8) 特別職の報酬等の状況（H19 年４月１日現在） 

区    分 月    額 減額後の月額 
市 長 860,000 円 774,000 円 

給 料 
副市長 702,000 円 666,900 円 

議 長 404,000 円 ― 

副議長 336,000 円 ― 報 酬 

議 員 313,000 円 ― 

 

(9) 人件費の抑制 

特別職の給料や部課長等の管理職手当について、特例措置により減額を行って

いるほか、時間外勤務手当及び特殊勤務手当の見直しにより、人件費を抑制して

います。 

○ 特別職の減額内容  給料月額の引き下げ【上記（8）のとおり】 
○ 一般職の減額内容  管理職手当の支給率引き下げ【下表参考】 

 
 
 
 
 
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 職員の勤務時間 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 

午前 8時 30 分 午後 5時 30 分 午後 0時 00 分～午後 1時

 
(2) 有給休暇の状況 

制 度 の 概 要 平均取得日数 

１年につき 20 日付与 

※付与された翌年に限り繰越可能（最大 40 日） 
8.4 日 

 
(3) 育児休業の状況 

取得者数 取  得  期  間 

３ヶ月以内 ３～６ヶ月 6～12 ヶ月 １～３年 
13 人 

0 人 5 人  2 人 6 人 

区 分 支 給 率 引き下げ後の支給率 

部 長 14％ 11％ 

課 長 12％ 9％ 

主幹等 9％ 6％ 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

分 限 処 分 者 懲 戒 処 分 者 
免職 休職 降任 降給 計 免職 停職 減給 戒告 計 
   2 人   2 人  1 人 1 人 1 人 3 人 

※ 分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分で、公務

能率の維持を目的として行われます。 
※ 懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、公務におけ

る規律と秩序を維持することを目的として行われます。 

 
５ 職員の服務の状況 

(1) 営利企業従事制限にかかる許可の状況 

申請件数 許可件数 内      容 

   51 件 51 件 消防団員など 

 

６ 職員の研修の状況 

研 修 区 分 講座数 受講者数 内    容 

市主催研修 11 1,723 人事評価研修など 

市町村職員研修ｾﾝﾀｰ主催研修   16 51 政策法務研修など 

長野広域連合職員共同研修    4 41 管理職員共同研修など 

専門研修 21 36 JST 研修など 

     計 52  1,851  

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の定期健康診断の状況 

健康診断の種類 受診者数 

定期健康診断 326 人 

人間ドック 198 人 

 
(2) 公務災害補償の認定状況 

区   分 認 定 件 数 

公務災害 0 件 

通勤災害 0 件 

 
８ 勤務条件に関する措置の要求の状況     要求件数 なし 
 
９ 不利益処分に関する不服申し立ての状況   申し立て件数 なし 
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